
 

平塚市ブロック塀等倒壊予防策補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震等によって倒壊するおそれのあるブロック塀等を除却することによ

り、災害を未然に防止し、避難路の安全の確保を図ろうとする者に対する補助金の交付等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 当該補助金交付事業は、平塚市耐震改修促進計画に基づき実施する。 

３ 補助金の交付に当たっては、次に掲げる法令及び関係規定のほか、この要綱に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

（１） 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

（２） 国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・建設省令第９号） 

（３） 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日制定） 

（４） 神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金交付要綱（平成２８年４月１日施行） 

（５） 補助金等の交付に関する規則（昭和５４年規則第４号。以下「規則」という。） 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） ブロック塀等 一戸建て住宅等に附属し、かつ、道路に面し、道路面からの高さが

８０センチメートル以上の高さを有する塀及び門柱で、コンクリートブロック、コン

クリートパネル又は石材等を用いて築造したものをいう。 

（２） 道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項若しくは第２項に

規定するもの又はその他市長が認めるものをいう。 

（３） 一戸建て住宅等 平塚市内に存する一戸建ての住宅又は兼用住宅（延べ面積の２分

の１以上が住宅部分のものに限る。）をいう。 

（４） 倒壊予防策 既存の危険なブロック塀等を除却する工事（一戸建て住宅等の除却、

新築又は改築に併せて行う工事を除く。）をいう。 

（５） 所有者 ブロック塀等を所有する者をいう。 

（６） 居住者 ブロック塀等が附属する一戸建て住宅等に居住する者をいう。 

（７） 非課税世帯 補助金の交付を受けようとする者（居住者ではない者を除く。）のい

る世帯員全員について、規則第５条の規定による申請を行う年度の前２年度分の市県

民税が非課税の世帯をいう。 

（８） 一般世帯 非課税世帯に該当しない世帯をいう。 

（９） 補助事業者等 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）

又は倒壊予防策の施工者をいう。 

（１０） その他の用語については、建築基準法の例による。 

 

 



（補助対象物） 

第３条 補助金の交付の対象となる危険なブロック塀等は、居住者がいる一戸建て住宅等に附

属するブロック塀等であって、市長が地震等によって倒壊するおそれがあると認めたもの及

びこれに準ずるものとして市長が特に認めたものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、所有者又は居住者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象とし

ない。 

（１） 市税を滞納している者 

（２） 所有者及び居住者の同意を得ていない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

（５） 法人であって、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

（６） 法人格を持たない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの 

３ 市長は、交付の決定を受けた者が前項の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させるこ

とができる。 

４ 市長は、必要に応じて、補助金の交付の申請をした者又は交付の決定を受けた者が第２項

第３号から第６号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うこ

とができる。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で、当該倒壊予防策に要する経費に補助率（１００分の

５０）を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

２ 前項の倒壊予防策に要する経費の限度額は、１６，５００円/㎡とする。 

３ 補助金の額は、一の敷地につき１５万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 規則第５条の規定による補助金の交付の申請は、工事に着手する前に、平塚市ブロッ

ク塀等倒壊予防策補助金交付申請書（第１号様式）に別に定める書類を添えて行うものとす

る。 

２ 申請者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする

場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象事

業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号

）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（

昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補

助対象事業費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付

申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を交付申請書に添えて提出



しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

（補助金の交付等決定の通知） 

第７条 規則第７条の規定による補助金の交付及び不交付の決定通知は、平塚市ブロック塀等

倒壊予防策補助金交付・不交付決定通知書（第２号様式）により行うものとする。 

（倒壊予防策の着手） 

第８条 申請者は、前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けるまでの間は、倒壊予防

策に着手（施工者との契約を含む。以下同じ。）することができない。 

２ 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者は、当該通知書の受領後、速やかに

倒壊予防策に着手するものとする。 

（事業計画の変更等の承認申請） 

第９条 規則第８条第１項の規定による事業計画の変更及び中止の申請は、平塚市ブロック塀

等倒壊予防策計画変更・中止承認申請書（第３号様式）に関係書類を添えて行うものとする。 

（変更等決定の通知） 

第１０条 規則第８条第２項の規定により補助金の交付の決定の内容を変更したときは、平塚

市ブロック塀等倒壊予防策計画変更・中止承認通知書（第４号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１１条第１項の規定による実績報告は、倒壊予防策の終了後、速やかに、平

塚市ブロック塀等倒壊予防策完了実績報告書（第５号様式）にブロック塀等の除却が確認で

きる全景写真その他別に定める書類を添えて行うものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、前項の実績報告書を提出

するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場

合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記

載した書類を実績報告書に添えて提出しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１２条の規定による補助金の額の確定通知は、平塚市ブロック塀等倒壊予防

策補助金額確定通知書（第６号様式）により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の補助金の額の確定通知を受けた者は、市長の指示に従い補助金の支払を請求

するものとする。 

（補助対象者の義務） 

第１４条 この要綱に基づく補助金の交付を受け、第３条に規定する危険なブロック塀等を除

却した者は、除却後に建築基準法令に違反した工作物を設置してはならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、申請者は、実績報

告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確



定した場合には、平塚市ブロック塀等倒壊予防策消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）

により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（適用除外） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する工事については、この要綱の規定は、適用しない。 

（１） 平塚市建築行為に係る狭あい道路整備要綱（昭和６０年訓令第２号）第８条の規定

による物件移転補償を受けるブロック塀等の除却工事 

（２） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為に伴う工事 

（３） 国及び地方公共団体その他の公共団体が行う工事 

（４） 既にこの要綱（平塚市ブロック塀等防災工事補助金交付要綱（平成１６年４月１日

施行、平成２１年４月１日廃止）を含む。）に基づき補助金の交付を受けた倒壊予防

策 

（５） 国及び地方公共団体その他の公共団体から補償を受けるブロック塀等の除却工事 

（財産の処分の制限） 

第１７条 規則第１５条の規定による市長が別に定める期間は、１０年とする。 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（平塚市ブロック塀等防災工事補助金交付要綱の廃止） 

２ 平塚市ブロック塀等防災工事補助金交付要綱（平成１６年４月１日施行）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金について、適用

し、同日前に、廃止前の平塚市ブロック塀等防災工事補助金交付要綱に基づき交付の申請が

あった補助金については、なお従前の例による。 

（補助金額の時限措置） 

４ 平成３０年９月２０日から令和１１年３月３１日までの間、非課税世帯における第５条の

規定の適用については、同条第１項中「（１００分の５０）」とあるのは、「（１００分の

１００）」とし、同条第３項中「１５万円」とあるのは、「３０万円」とする。 

（有効期限） 

５ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度以

前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の改正規定は、決裁の

日（平成２３年３月２９日）から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年９月２０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年３月３０日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年３月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年３月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 


